
感染症対策の強化



感染症対策の強化

対象サービス

 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



感染症対策の強化
【概要】

介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求め
る観点から、以下の取組を義務づける。
・施設系サービスについて、現⾏の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に
加え、訓練（シミュレーション）の実施
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練
（シミュレーション）の実施等
（※３年の経過措置期間を設ける）



業務継続に向けた取り組
みの強化



業務継続に向けた取り組みの強化

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



業務継続に向けた取り組みの強化
【概要】

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供
できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向け
た計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づける。その
際、３年間の経過措置期間を設けることとする。

（参考）介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）ガイドラインについて
・介護サービスは、利用者の⽅々やその家族の生活に⽋かせないものであり、感染症や
⾃然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的
に提供されることが重要。
・必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であって
も早期の業務再開を図るためには、業務継続計画（BusinessContinuityPlan）の策定が重
要であることから、その策定を支援するため、介護施設・事業所における業務継続ガイ
ドライン等を作成。（令和2年12月11⽇作成。必要に応じ更新予定。）
掲載場所︓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis
ha/taisakumatome_13635.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis


業務継続に向けた取り組みの強化



災害への地域と連携
した対応の強化につ
いて



災害への地域と連携した対応の強化につ
いて
 災害への対応においては、地域との連携が不可⽋であることを踏まえ、次の

サービス種別については、非常災害対策に係る避難等訓練の実施に当たって、
地域住⺠の参加が得られるよう連携に努めなければなりません。

・通所系サービス ・短期入所系サービス ・特定施設入居者生活介護
・施設系サービス
※運営基準に「非常災害対策」が求められている全サービスが対象。



多機能系サービスにおける認知症⾏動・
⼼理症状緊急対応加算の創設



多機能系サービスにおける認知症⾏動・
⼼理症状緊急対応加算の創設
対象サービス
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護



多機能系サービスにおける認知症⾏動・⼼理
症状緊急対応加算の創設
【概要】
〇在宅の認知症⾼齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進
する観点から、多機能系サービスについて、施設系サービス等と同様に、認知症
⾏動・⼼理症状緊急対応加算を新たに創設する。
【算定要件】
〇既存の短期入所系・施設系サービスの認知症⾏動・⼼理症状緊急対応加算と同
様の要件
〇医師が、認知症の⾏動・⼼理症状が認められるため、在宅での生活が困難であ
り、緊急に短期利用居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、
サービスを⾏った場合は、利用を開始した⽇から起算して７⽇間を限度として、
１⽇につき200単位を所定単位数に加算
【単位数】
〇認知症⾏動・⼼理症状緊急対応加算 200単位／⽇（新設）



無資格者への認知症介護
基礎研修受講義務づけ



無資格者の認知症介護基礎研修受講
義務づけ
対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅療養管理指導
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介

護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づ
け

【概要】
認知症についての理解の下、本⼈主体の介護を⾏い、認知症の⼈の尊厳の保障

を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応⼒を向上させてい
くため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係
の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措
置を講じることを義務づける。
（※３年の経過措置期間を設ける。新入職員の受講については１年の猶予期間を
設ける。）



無資格者への認知症介護基礎研修受講義
務づけ



緊急時の宿泊対応の充実



緊急時の宿泊対応の充実

対象サービス

 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護



緊急時の宿泊対応の充実

対象サービス 【⼩規模多機能型居宅介護、看護⼩規模多機能型居宅介護】

【概要】

在宅⾼齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、
（看護）⼩規模多機能型居宅介護において、事業所の登録定員に空きがあること等を
要件とする登録者以外の短期利用（短期利用居宅介護費）について、登録者のサービ
ス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。



緊急時の宿泊対応の充実
対象サービス【⼩規模多機能型居宅介護、看護⼩規模多機能型居宅介護】

【算定要件】
（介護予防）⼩規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護費
①利用者の状態や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専⾨員（介護予防支援事業所の担当職員）
が緊急に必要と認めた場合であって、（介護予防）⼩規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専⾨員が、登録者のサービ
ス提供に支障がないと認めた場合であること。②⼈員基準違反でないこと。③あらかじめ利用期間を定めること。
④登録者の数が登録定員未満であること。⇒ 削除
⑤サービス提供が過少である場合の減算を算定していないこと。
〇宿泊室︓個室（7.43㎡/⼈以上）又は個室以外（おおむね7.43㎡/⼈でパーティションや家具などによりプライバシーが
確保されたしつらえ）
〇⽇数︓７⽇以内（利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14⽇以内）
〇利用⼈数︓宿泊室の数× （事業所の登録定員-登録者数） ÷ 事業所の登録定員＝ 短期利用可能な宿泊室数（⼩数点第１
位以下四捨五入）
※１ 必ず定員以内となる。
※２ 例えば、宿泊室数が９室、登録定員が25⼈、登録者の数が20⼈の場合、９×（25－20）÷25＝1.8となり、短期利用
の登録者に対して活用できる宿泊室数は２室となる。この計算式からは、例えば宿泊室数が９室、登録定員が25⼈の事業
所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登録者の数が23⼈以下である場合のみ算定可能である。
※３ 計算を⾏うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該⽇の登録者の数を使用する。
＜改定後＞宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊
定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。

【単位数】※今回改定後の単位数
要支援１︓４２３単位／日 要支援２︓５２９単位／日 要介護１︓５７０単位／日
要介護２︓６３８単位／日 要介護３︓７０７単位／日 要介護４︓７７４単位／日 要介護５︓８４０単位／日



離島や中⼭間地域等における
サービスの充実



離島や中⼭間地域等におけるサービスの
充実
対象サービス

 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護



離島や中⼭間地域等におけるサービスの充実

対象サービス 【⼩規模多機能型居宅介護、看護⼩規模多機能型居宅介護】

【概要】
〇離島や中⼭間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、⾒直し
を⾏う。
〇(介護予防)⼩規模多機能型居宅介護及び看護⼩規模多機能型居宅介護について、「訪問」
も提供することを踏まえ、移動のコストを適切に評価する観点からも、訪問系サービスと同
様に、特別地域加算、中⼭間地域等における⼩規模事業所加算の対象とする。
〇他のサービスと同様、これらの加算については、区分支給限度基準額の算定に含めないこ
ととする。



離島や中⼭間地域等におけるサービスの充実
対象サービス 【⼩規模多機能型居宅介護、看護⼩規模多機能型居宅介護】

【算定要件・単位数】 ★︓介護予防

算定要件 単位数 新設するサービス

特別地域加算 別に厚生労働大臣が定める地域（※１）に所在
する事業所が、サービス提供を⾏った場合

所定単位数に
15/100を乗じ
た単位数

小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護

中⼭間地域等における
小規模事業所加算

別に厚生労働大臣が定める地域（※２）に所在
する事業所が、サービス提供を⾏った場合

所定単位数に
10/100を乗じ
た単位数

小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護

※１︓①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興⼭村、④⼩笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、
過疎地域等であって、⼈⼝密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
※２︓①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農⼭村、⑤過疎地域

※夜間対応型訪問介護と(介護予防)認知症対応型通所介護は併算定できず、夜間対応型訪問介護又は(介護予防)認知症対応型通
所介護と(介護予防)⼩規模多機能型居宅介護及び看護⼩規模多機能型居宅介護の併算定は可能



過疎地域等への対応（地⽅分権提
案）



過疎地域等への対応（地⽅分権提案）

対象サービス

 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護



過疎地域等への対応（地⽅分権提案）

【概要】
「令和元年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針」（令和元年12月
23⽇閣議決定）を踏まえ、⼩規模多機能型居宅介護及び看護⼩規模
多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確
保する観点から、過疎地域等において、地域の実情により事業所の
効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に、⼈員・設備基準
を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬減算を
一定の期間⾏わないこととする。



過疎地域等への対応（地⽅分権提案）
【算定要件】
〇⼈員・設備基準を満たすこと。（※１）
〇市町村が登録定員の超過を認めた時から介護保険事業計画期間終了までの最大３年間を基本とする。ただし、介護保険事業計
画の⾒直しごとに、市町村が将来のサービス需要の⾒込みを踏まえて改めて検討し、代替サービスを新規整備するよりも既存の
事業所を活用した⽅が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延⻑を可能とする。（※２）

【基準・報酬】
＜現⾏＞ ＜改定後＞

〇登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。 登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。
ただし、過疎地域その他これに類する地域において、地域の
実情により効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は
（※１）、一定の期間（※２）に限り、登録定員及び利用定
員を超えてサービス提供ができる。（追加）

〇登録者数が登録定員を超える場合、翌月から、 上記ただし書きの場合、市町村が認めた時から、一定の期間
定員超過が解消される月まで、 （※２）に限り、減算しない。（追加）
利用者全員30％／月を減算する。



通所介護等における⼝腔衛
生管理や栄養ケア・マネジ
メントの強化



通所介護等における⼝腔衛生管理や
栄養ケア・マネジメントの強化
対象サービス
 通所介護
 地域密着型通所介護
 療養通所介護
 (介護予防)認知症対応型通所介護
 (介護予防)通所リハビリテーション
 (介護予防)⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護

 (介護予防)特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護

 (介護予防)認知症対応型共同生活介
護



通所介護等における⼝腔衛生管理や栄養ケ
ア・マネジメントの強化
【概要】
〇通所・居住系等のサービスについて、利用者の⼝腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を⾏うこと
により、⼝腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な⼝
腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体
的に⾏う。
○ ⼝腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイク
ルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
【算定要件等】
＜⼝腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）＞
○ 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の⼝腔の健康状態及び栄養状
態について確認を⾏い、当該情報を利用者を担当する介護支援専⾨員に提供していること（※栄養アセス
メント加算、栄養改善加算及び⼝腔機能向上加算との併算定不可）
＜⼝腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）＞
○ 利用者が、栄養改善加算や⼝腔機能向上加算を算定している場合に、⼝腔の健康状態と栄養状態のいず
れかの確認を⾏い、当該情報を利用者を担当する介護支援専⾨員に提供していること（※栄養アセスメン
ト加算、栄養改善加算又は⼝腔機能向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可
能）
＜口腔機能向上加算（Ⅱ）＞

○ ⼝腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、⼝腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、⼝
腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他⼝腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要
な情報を活用していること



通所介護等における⼝腔衛生管理や栄養
ケア・マネジメントの強化（単位数）

＜現⾏＞
栄養スクリーニング加算５単位／回

＜改定後＞
⼝腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）
20単位／回（新設）（※6月に1回を限
度）
⼝腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）
５単位／回（新設）（※6月に1回を限
度）



通所介護等における⼝腔衛生管理や栄養
ケア・マネジメントの強化（単位数）

＜現⾏＞
口腔機能向上加算150単位／回

＜改定後＞
⼝腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回
（現⾏の⼝腔機能向上加算と同様）
⼝腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回
（新設）（※原則３月以内、月２回を
限度）

（※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可）



通所介護等における⼝腔衛
生管理や栄養ケア・マネジ
メントの強化



通所介護等における⼝腔衛生管理や
栄養ケア・マネジメントの強化
対象サービス
 通所介護
 地域密着型通所介護
 (介護予防)認知症対応型通所介護
 (介護予防)通所リハビリテーション
 看護⼩規模多機能型居宅介護



通所介護等における⼝腔衛生管理や栄養ケ
ア・マネジメントの強化
【概要】
〇通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげてい
く観点から、⾒直しを⾏う。
【算定要件等】
＜栄養アセスメント加算＞ ※⼝腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算との併算定
は不可
○ 当該事業所の従業者として又は外部（※）との連携により管理栄養⼠を１名以上配置している
こと
○ 利用者ごとに、管理栄養⼠、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄
養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応
じ対応すること
○ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報
その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、⽇本栄養⼠会や都道府県栄養⼠会が設置・運営す
る「栄養ケア・ステーション」。
ただし、介護保険施設については、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を
超えて管理栄養⼠を配置している施設に限る。
＜栄養改善加算＞

○ 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。



通所介護等における⼝腔衛生管理や栄養
ケア・マネジメントの強化（単位数）

＜現⾏＞
（新設）

栄養改善加算150単位／回

＜改定後＞
栄養アセスメント加算50単位／月
（新設）
栄養改善加算200単位／回（※原則3月
以内、月2回を限度）



LIFE（CHASE・VISIT）
による情報の収集・
活用とPDCAサイクル
の推進



LIFE（CHASE・VISIT）による情報の収
集・活用とPDCAサイクルの推進①
 科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence︔LIFE 

ライフ）（CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透
を図る観点から、統一した名称）へのデータ提出とフィードバックの活用により
PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組の推進。

【運営基準】
[基本⽅針]等（解釈︓「運営に関する基準」）
LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進
・ケアの質の向上を推奨。



LIFE（CHASE・VISIT）による情報の収
集・活用とPDCAサイクルの推進②

【報酬】
科学的介護推進体制加算Ⅰ [新設] 40単位/月
科学的介護推進体制加算Ⅱ [新設] 60単位/月
※Ⅱについて、特養・地密特養50単位/月。
※通所系・多機能系・居住系サービスは、Ⅰの区分のみ。

（算定要件）
①入所者等の⼼身の状況等（Ⅱについては⼼身、疾病当）の基本情報を

厚生労働省へ提出。
②サービス提供するに当たって、①に規定する情報その他サービスを適切

かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
※なお、その他加算の算定要件においても、LIFEの活用が規定されているものが複数ある点について留意すること。



褥瘡マネジメント、排せ
つ支援の強化



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強
化
対象サービス
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者

生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 看護⼩規模多機能型居宅介護



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化
【概要】
○褥瘡マネジメント加算（介護医療院は褥瘡対策指導管理）について、介護の質
の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の⾒直しを⾏う。
・計画の⾒直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、毎月の算定を
可能とする（介護医療院を除く）。
・現⾏の褥瘡管理の取組（プロセス）への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改
善等（アウトカム）について評価を⾏う新たな区分を設ける。その際、褥瘡の定
義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる。
・CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケ
アの向上を図ることを求める。
・看護⼩規模多機能型居宅介護を同加算の対象に加える。



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化

【算定要件等】
＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）＞

以下の要件を満たすこと。
イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとと
もに、少なくとも三月に一回、評価を⾏い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管
理の実施に当たって当該情報等を活用していること。（CHASEへのデータ提出とフィード
バックの活用）
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、
管理栄養⼠、介護職員、介護支援専⾨員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥
瘡ケア計画を作成していること。
ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入
所者等ごとの状態について定期的に記録していること。
ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を⾒直してい
ること。



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化

【算定要件等】
＜褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）＞

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の
評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこ
と。

＜褥瘡対策指導管理（ Ⅱ ）＞
褥瘡対策指導管理（Ⅰ）に係る基準を満たす介護医療院において、施設入所時の評価の結

果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生のないこと。



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化
（単位数）
介護⽼⼈福祉施設、地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護、介護⽼⼈保健施設、看護⼩
規模多機能型居宅介護

＜現⾏＞
○褥瘡マネジメント加算 10単位／月
（３月に１回を限度とする）

＜改定後＞
○褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3単位／月
○褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位／月
（毎月の算定が可能）

※加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可。現⾏の加算を
算定する事業所への経過措置を設定



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化
（単位数）

介護医療院

＜現⾏＞
○褥瘡対策指導管理 6単位／⽇

○（新設）

＜改定後＞
○褥瘡対策指導管理（Ⅰ） 6単位／⽇

（現⾏と同じ）
○褥瘡対策指導管理（Ⅱ） 10単位／月

※加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算可。



褥瘡マネジメント、排せ
つ支援の強化



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強
化
対象サービス
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者

生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 看護⼩規模多機能型居宅介護



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化
【概要】

排せつ支援加算（介護療養型医療施設を除く）について、介護の質の向上に係
る取組を一層推進する観点から、以下の⾒直しを⾏う。
・排せつ状態の改善が期待できる入所者を漏れなく支援していく観点から、全て
の入所者に対して定期的な評価（スクリーニング）の実施を求め、事業所全体の
取組として評価する。
・継続的な取組を促進する観点から、６か月以降も継続して算定可能とする。
・入所者全員に対する排せつ支援の取組（プロセス）への評価に加え、排せつ状
態の改善（アウトカム）について評価を⾏う新たな区分を設ける。その際、定義
や指標について、統一的に評価することが可能なものを用いる。
・CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCA サイクルの推進・ケ
アの向上を図ることを求める。
・看護⼩規模多機能型居宅介護を同加算の対象に加える。



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化

【算定要件等】
＜排せつ支援加算（Ⅰ）＞

以下の要件を満たすこと。
イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の⾒込みについて、医師又は
医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも六月に一回、評価を
⾏い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用して
いること。（CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用）
ロ イの評価の結果、適切な対応を⾏うことにより、要介護状態の軽減が⾒込まれる者につ
いて、医師、看護師、介護支援専⾨員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、
それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。
ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに支援計画を⾒直しているこ
と。



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化

【算定要件等】
＜排せつ支援加算（Ⅱ）＞

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を⾏うこと
により、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、施設入所時等と⽐較して、排尿・排便
の状態の少なくとも一⽅が改善するとともに、いずれにも悪化がない又はおむつ使用ありか
ら使用なしに改善していること。

＜排せつ支援加算（Ⅲ）＞
排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を⾏うこと

により、要介護状態の軽減が⾒込まれる者について、施設入所時等と⽐較して、排尿・排便
の状態の少なくとも一⽅が改善するとともに、いずれにも悪化がないかつ、おむつ使用あり
から使用なしに改善していること。



褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化
（単位数）
介護⽼⼈福祉施設、地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護、介護⽼⼈保
健施設、介護医療院、看護⼩規模多機能型居宅介護

＜現⾏＞
○排せつ支援加算 100単位／月
（６月を限度とする）

＜改定後＞
○排せつ支援加算（Ⅰ） 10単位／月
○排せつ支援加算（Ⅱ） 15単位／月
○排せつ支援加算（Ⅲ） 20単位／月
（６月を超えて算定が可能）
※加算（Ⅰ）〜（Ⅱ）は併算不可。現
⾏の加算を算定する事業所への経過措
置を設定



特定処遇改善加算の介護職
員間の配分ルールの柔軟化
による取得促進



特定処遇改善加算の介護職員間の配
分ルールの柔軟化による取得促進
対象サービス
 介護職員等特定処遇改善加算対象

サービス（以下のとおり）
 訪問介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護

 訪問入浴介護

 通所介護

 地域密着型通所介護

 認知症対応型通所介護

 通所リハビリテーション

 短期入所生活介護

 短期入所療養介護

 ⼩規模多機能型居宅介護

 看護⼩規模多機能型居宅介護

 特定施設入居者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 認知症対応型共同生活介護

 介護⽼⼈福祉施設

 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護

 介護⽼⼈保健施設

 介護療養型医療施設

 介護医療院



特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルール
の柔軟化による取得促進

【概要】
介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業

と遜⾊ない賃⾦⽔準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を⾏うとの
趣旨は維持した上で、⼩規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとす
る観点から、以下の⾒直しを⾏う。
・平均の賃⾦改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護
職員」の「２分の１を上回らないこと」とするルールは維持した上で、
・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「２倍以上とするこ
と」とするルールについて、「より⾼くすること」とする。



職員の離職防⽌・定着に
資する取組の推進



職員の離職防⽌・定着に資する取組
の推進
対象サービス
 介護職員処遇改善加算・介護職員等

特定処遇改善加算対象サービス（以
下のとおり）

 訪問介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護

 訪問入浴介護

 通所介護

 地域密着型通所介護

 認知症対応型通所介護

 通所リハビリテーション

 短期入所生活介護

 短期入所療養介護

 ⼩規模多機能型居宅介護

 看護⼩規模多機能型居宅介護

 特定施設入居者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 認知症対応型共同生活介護

 介護⽼⼈福祉施設

 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護

 介護⽼⼈保健施設

 介護療養型医療施設

 介護医療院



職員の離職防⽌・定着に資する取組の推進

【概要】
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境

等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が⾼いものとする観点
から、以下の⾒直しを⾏う。
○職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防⽌・定着促進を図る観点から、以下
の取組がより促進されるように⾒直しを⾏うこと。
・職員の新規採用や定着促進に資する取組
・職員のキャリアアップに資する取組
・両⽴支援・多様な働き⽅の推進に資する取組
・腰痛を含む業務に関する⼼身の不調に対応する取組
・生産性の向上につながる取組
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務
継続に資する取組
○職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。



サービス提供体制強化加算
における介護福祉⼠が多い
職場の評価の充実



サービス提供体制強化加算における
介護福祉⼠が多い職場の評価の充実
対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護

 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 夜間対応型訪問介護
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介

護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



サービス提供体制強化加算における介護福祉
⼠が多い職場の評価の充実

【概要】

サービス提供体制強化加算において、サービスの質の向上や職員のキャリア
アップを推進する観点から、より介護福祉⼠割合や勤続年数の⻑い介護福祉⼠の
割合が⾼い事業者を評価する新たな区分を設ける。訪問介護、訪問入浴介護、夜
間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算において、勤続
年数が一定以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。



サービス提供体制強化加算における介護福祉
⼠が多い職場の評価の充実
【サービス提供体制強化加算対象サービス】
・各サービス（訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く）について、より介護福祉⼠の
割合が⾼い、又は勤続年数が10年以上の介護福祉⼠の割合が一定以上の事業者を評価する新
たな区分を設ける。（加算Ⅰ︓新たな最上位区分）
※施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一
つ以上の実施を算定要件として求める。
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系
サービス、居住系サービス、施設系サービスについて、勤続年数要件について、より⻑い勤
続年数の設定に⾒直すとともに、介護福祉⼠割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による
区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定
する。（加算Ⅲ︓改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当）
・夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉⼠の割
合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれ
かを満たすことを求める。（加算Ⅲ）
・訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現⾏の勤続年数要件の区分に加えて、よ
り⻑い勤続年数で設定した要件による新たな区分を設ける。
※改正前の最上位区分である加算Ⅰイ（介護福祉⼠割合要件）は加算Ⅱとして設定（単位数
の変更なし）。



サービス提供体制強化加算における介護
福祉⼠が多い職場の評価の充実

単位数・算定要件等については次のスライドの表のとおり





サービス提供体制強化加算における介護
福祉⼠が多い職場の評価の充実
【概要（訪問介護）】

訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービ
スにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の⾒直しも踏まえて、勤続年数が一定期間
以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。
【単位数（訪問介護）】

特定事業所加算（V）所定単位数の３％／回を加算（新設）
【算定要件等（訪問介護）】
〇体制要件（※特定事業所加算（Ⅰ）〜（Ⅲ）と同様）
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を⽬的とした会議の定期的
な開催（テレビ電話等のＩＣＴの活用が可能）（追加）
・利用者情報の⽂書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応⽅法の明示
○ ⼈材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が30％以上であること
※加算（Ⅴ）は、加算（Ⅲ）（重度者対応要件による加算）との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、
(Ⅱ)、(Ⅳ)（⼈材要件が含まれる加算）との併算定は不可。





⼈員配置基準における両
⽴支援への配慮



⼈員配置基準における両⽴支援への
配慮
対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



⼈員配置基準における両⽴支援への配慮

【概要】

介護現場において、仕事と育児や介護との両⽴が可能となる環境整備を進め、
職員の離職防⽌・定着促進を図る観点から、各サービスの⼈員配置基準や報酬算
定について、以下の⾒直しを⾏う。
・「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制
度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30
時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・「常勤換算⽅法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務
制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）
と扱うことを認める。
・⼈員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前
産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常
勤職員を常勤換算することで、⼈員配置基準を満たすことを認める。

この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等
の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員に
ついても常勤職員の割合に含めることを認める。



⼈員配置基準における両⽴支援への配慮

（参考）医療従事者の負担軽減・⼈材確保について
（平成２８年度診療報酬改定）



ハラスメント対策の強化



ハラスメント対策の強化

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



ハラスメント対策の強化

【概要】
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介

護サービス事業者に、男⼥雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する
事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。
【基準】
〇 運営基準（省令）において、以下を規定（※訪問介護の例）

「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職
場において⾏われる性的な⾔動又は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務
上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されるこ
とを防⽌するための⽅針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。」
※併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防⽌のための⽅針の
明確化等の必要な措置を講じることも推奨する。



ハラスメント対策の強化
（参考）ハラスメント対策に関する事業主への義務付けの状況
・職場におけるセクシュアルハラスメントについては男⼥雇用機会均等法において、職場に
おけるパワーハラスメントについては労働施策総合推進法において、事業主に対して、事業
主の⽅針等の明確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けている。
（パワーハラスメントの義務付けについて、大企業は令和２年６月1⽇、中⼩企業は令和４
年４月１⽇から施⾏（それまでは努⼒義務））
・職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しては、
① セクシュアルハラスメントについては、指針において、男⼥雇用機会均等法（昭和47年法
律第113号）において事業主に対して義務付けている雇用管理上の措置義務の対象に含まれ
ることが明確化された（令和２年６月１⽇より）。
② パワーハラスメントについては、法律による事業主の雇用管理上の措置義務の対象ではな
いものの、指針において、事業主が雇用管理上⾏うことが「望ましい取組」のとして防⽌対
策を記載している（令和２年６月１⽇より）。
※職場におけるセクシュアルハラスメント
＝ 職場において⾏われる性的な⾔動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件
につき不利益を受けるもの又は当該性的な⾔動により労働者の就業環境が害されるもの。
※職場におけるパワーハラスメント
＝ 職場において⾏われるⅰ優越的な関係を背景とした⾔動であって、ⅱ業務上必要かつ相当
な範囲を超えたものにより、ⅲ労働者の就業環境が害されるものであり、ⅰからⅲまでの要
素を全て満たすもの。



会議や他職種連携におけ
るICTの活用



会議や他職種連携におけるICTの活用

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



会議や他職種連携におけるICTの活用

【概要】
運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等（利用者の居宅

を訪問しての実施が求められるものを除く）について、感染防⽌や多職種連携の
促進の観点から、以下の⾒直しを⾏う。
・利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医
療・介護関係事業者における個⼈情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ
電話等を活用しての実施を認める。
・利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を
得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。



署名・押印の⾒直し、電
磁的記録による保存等



署名・押印の⾒直し、電磁的記録に
よる保存等
対象サービス

 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



署名・押印の⾒直し、電磁的記録による保存等

【概要】
①利用者への説明・同意等に係る⾒直し

利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の
⽅針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意
について、以下の⾒直しを⾏う。
ア書⾯で説明・同意等を⾏うものについて、電磁的記録による対応を原則認める
こととする。
イ利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合
の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
②記録の保存等に係る⾒直し

介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観
点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、
「○○⼈以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者
の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年１回で⾜りること
を明確化する。



（参考）介護分野の⽂書に係る負担軽減に関する専⾨委員会での⽂書負担軽減に
関する取組

署名・押印の⾒直し、電磁的記録による保存等



運営の規定の掲示の柔軟
化



運営規程の掲示の柔軟化

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



運営規程の掲示の柔軟化

【概要】
介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、

運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファ
イル等で備え置くこと等を可能とする。



区分支給限度基準額の計
算⽅法の一部⾒直し



区分支給限度基準額の計算⽅法の一
部⾒直し
対象サービス
 通所介護
 地域密着型通所介護
 療養通所介護
 (介護予防)認知症対応型通所介護
 (介護予防)通所リハビリテーション
 (介護予防)⼩規模多機能型居宅介護
 看護小規模多機能型居宅介護



区分支給限度基準額の計算⽅法の一部⾒直し

【概要】
訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを

参考に、通所系サービス、多機能系サービスについて、以下の対応を⾏う。
＜同⼀建物減算等＞

・通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の
区分支給限度基準額の管理については、当該減算を受ける者と受けない者との公
平性の観点から、減算の適用前（同一建物に居住する者以外の者に対して⾏う場
合）の単位数を用いることとする。
＜規模別の基本報酬＞
・通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度
基準額の管理については、通常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常
規模型の単位数を用いることとする。



区分支給限度基準額の計算⽅法の一部⾒直し



介護職員処遇改善加算
（Ⅳ）（Ⅴ）の廃⽌



介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）
の廃⽌
対象サービス
 介護職員処遇改善加算対象サービス

（以下のとおり）
 訪問介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護

 訪問入浴介護

 通所介護

 地域密着型通所介護

 認知症対応型通所介護

 通所リハビリテーション

 短期入所生活介護

 短期入所療養介護

 ⼩規模多機能型居宅介護

 看護⼩規模多機能型居宅介護

 特定施設入居者生活介護

 地域密着型特定施設入居者生活介護

 認知症対応型共同生活介護

 介護⽼⼈福祉施設

 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護

 介護⽼⼈保健施設

 介護療養型医療施設

 介護医療院



介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃⽌

【概要】
介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでい

ることを踏まえ、廃⽌する。その際、令和３年３月末時点で同加算を算定してい
る介護サービス事業者については、１年の経過措置期間を設けることとする。



⾼齢者虐待防⽌の推進



⾼齢者虐待防⽌の推進

対象サービス
 通所介護
 地域密着通所介護
 認知症対応型通所介護
 通所リハビリテーション
 短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 ⼩規模多機能型居宅介護
 看護⼩規模多機能型居宅介護
 訪問介護
 訪問入浴介護
 訪問看護
 訪問リハビリテーション
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



⾼齢者虐待防⽌の推進
【概要】

全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等の観点から、虐
待の発生又はその再発を防⽌するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を
定めることを義務づける。その際、３年の経過措置期間を設けることとする。
【基準】

運営基準（省令）に以下を規定
・入所者・利用者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等のため、必要な体制の整備を⾏うとともに、
その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。
・運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防⽌のための措置に関する
事項」を追加。
・虐待の発生又はその再発を防⽌するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ｰ虐待の防⽌のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開
催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
ｰ虐待の防⽌のための指針を整備すること
ｰ従業者に対し、虐待の防⽌のための研修を定期的に実施すること
ｰ上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
（※３年の経過措置期間を設ける。）



基本報酬の⾒直し



基本報酬の⾒直し
対象サービス
 通所介護

 地域密着通所介護

 認知症対応型通所介護

 通所リハビリテーション

 短期入所生活介護

 短期入所療養介護

 ⼩規模多機能型居宅介護

 看護⼩規模多機能型居宅介護

 訪問介護

 訪問入浴介護

 訪問看護

 訪問リハビリテーション

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 夜間対応型訪問介護
 居宅介護支援
 居宅療養管理指導
 福祉用具貸与
 福祉用具販売
 介護⽼⼈福祉施設
 地域密着型介護⽼⼈福祉施設入所者生活介護
 介護⽼⼈保健施設
 介護医療院
 介護療養型医療施設
 認知症対応型共同生活介護
 特定施設入居者生活介護
 地域密着型特定施設入居者生活介護



基本報酬の⾒直し

【概要】
改定率については、介護職員の⼈材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向

による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、全体で＋０．
７０％（うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、
0.05％（令和３年９月末まで））。これを踏まえて、
・全てのサービスの基本報酬を引き上げる
※ 別途の観点から適正化を⾏った結果、引き下げとなっているものもある
・全てのサービスについて、令和３年４月から９月末までの間、基本報酬に0.1％
上乗せする



基本報酬の⾒直し

（参考）令和３年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和２年12月17⽇）（抄）

令和３年度介護報酬改定については、介護職員の⼈材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物
価動向による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、改定率は全体で
＋0.70％とする。給付の適正化を⾏う一⽅で、感染症等への対応⼒強化やＩＣＴ化の促進を
⾏うなどメリハリのある対応を⾏うとともに、次のとおり対応する。
・新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏ま
え、令和３年９月末までの間、報酬に対する特例的な評価を⾏うこととし、上記＋0.70％の
うち＋0.05％相当分を確保する。同年10月以降については、この措置を延⻑しないことを
基本の想定としつつ、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対
応する。
・介護職員の処遇改善に向け、令和元年10月に導入した特定処遇改善加算の取得率が６割に
留まっていることを踏まえ、取得拡大の⽅策を推進するとともに、今回の改定による効果を
活用する。特定処遇改善加算や今回の改定の効果が、介護職員の処遇改善に与える影響につ
いて実態を把握し、それを踏まえ、処遇改善の在り⽅について検討する。


